
資料５ 

令和８年度農林水産省行政事業レビュー 

補足説明資料 

目次 

 

 

※各事業の番号は、資料２における番号と同一のもの。 

２ 食品アクセス総合対策事業 

（令和６年度当初：食品アクセス確保対策推進事業）・・・・p.    2 

３ 国際機関を通じた農林水産業協力拠出金 

（うち農林業分野）               ・・・・p.    9 

５ 畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち 

畜産情報活用化対策                     ・・・・p.   22 

８ 国益に直結した国際連携の推進に要する経費 

（戦略的国際共同研究推進事業）               ・・・・p.   27 

９ 木材需要の創出・輸出力強化対策          ・・・・p.   42 

10 海業振興支援事業                 ・・・・p.   48 

12 有害生物漁業被害防止総合対策事業【基金事業】   ・・・・p.   50 



令和８年１⽉

円滑な⾷品アクセスの確保について

農林⽔産省

2



⽬次

p.1円滑な⾷品アクセスの確保に向けた全体的な動き１

p.2経済的アクセス問題の現状２

p.3経済的アクセスの確保３

p.5⾷料・農業・農村基本計画４

3



○ 具体的な⾷品アクセスの問題については、地域によって様々であり、その地域の実情に応じて取り組んでいく必
要があるところ、
①買物困難者に関しては、地域・農村活性化、ラストワンマイル物流、地域交通、中⼼市街地・商店街活性化、
過疎問題等

②経済的アクセスの確保に関しては、社会保障制度、児童福祉やこども⽀援、⾷品ロス削減、⾷育等
と密接に関係することから、関係省庁が連携して、⾷品アクセス問題に係る実態把握をしつつ、地域の取組を
⽀えていくことが重要。

１. 円滑な⾷品アクセスの確保に向けた全体的な動き

○2024年に改正された⾷料・農業・農村基本法において、国は、地⽅公共団体、⾷品事業者等と連携し、物
理的・経済的要因にかかわらず、円滑な⾷品アクセスの確保が図られるよう、⾷料を円滑に提供するための環
境整備等を講ずるものとする旨規定されたところ。

1

（⾷料の円滑な⼊⼿の確保）
第⼗九条 国は、地⽅公共団体、⾷品産業の事業者その他の関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわ
らず⾷料の円滑な⼊⼿が可能となるよう、⾷料の輸送⼿段の確保の促進、⾷料の寄附が円滑に⾏われるための環境整備その他必
要な施策を講ずるものとする。（新設）

参考︓⾷料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）（抄）
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２．経済的アクセス問題の現状

所得⾦額階級別世帯数の相対度数分布の変化

所得と主⾷・主菜・副菜を組み合わせた⾷事の頻度の状況（20歳以上）

出典︓「平成30年国⺠健康・栄養調査報告」（厚⽣労働省）

○ 低所得者層の増加により、経済的理由で⼗分な⾷料が確保されず、健全な⾷⽣活が実践できていない家庭が増加
していると考えられる。

3

経済的な理由で家族が必要とする⾷料が買えなかった経験（収⼊⽔準別）

出典︓「令和3年 ⼦供の⽣活状況調査の分析 報告書」（内閣府）を基に農林⽔産省が修正を加えたもの

※年間収⼊とは、世帯全員の年収を、家族の⼈数を
踏まえて算出した年収（=等価世帯収⼊）⽔準
により分類。

年間収⼊※が約300万円以上

年間収⼊※が約150万円以上
約300万円未満

年間収⼊※が約150万円未満

1997年
2023年

出典︓「国⺠⽣活基礎調査」（厚⽣労働省）を基に農林⽔産省作成
（％）
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３．経済的アクセスの確保①

経済的アクセスの確保のイメージ図 関係省庁の主な⽀援策

3

○ 経済的アクセスの確保については、⾯的な広がりに加え、健全な⾷⽣活に向けた質的な充実も求められている。
○ また、関係省庁では、経済的アクセスの問題に対して様々な⽀援を実施していることから、関係省庁で連携して現在
の取組を効果的に実⾏できるよう協⼒することが重要。

⽣鮮⾷品や未利⽤⾷品の
円滑な提供に向けた地域の

体制づくりの拡⼤

⽣鮮⾷品等の未利
⽤⾷品の活⽤拡⼤
に向けたフードバンク
等の機能強化

⾷
品
॔
ॡ
७
५
भ
⾯
的
拡
⼤

⾷品アクセスの質的充実 農林⽔産省
⾷品アクセス確保、⾷品ロス削減、⾷育推進

こども家庭庁
低所得世帯等のこどもへの⽀援

児童虐待防⽌

厚⽣労働省
⽣活困窮者等に対する⽀援

• ⾃治体とNPO法⼈等⺠間団体との
連携の推進等により、⽣活困窮者⾃
⽴⽀援の機能を強化

内閣府
孤独・孤⽴対策

• 地⽅における官・⺠・NPO等の連携
による孤独・孤⽴対策の推進を⽀援

• 中間⽀援組織やNPO等による取組
を⽀援

• 地域の関係者が連携して、円滑な⾷料提供に取り組む体制
づくり等を⽀援

• フードバンク等が衛⽣管理、配送等のノウハウを獲得するため
の専⾨家派遣を⽀援

• こども⾷堂等における共⾷の場の提供を⽀援 など

消費者庁
⾷品ロス削減、⾷品寄附促進

• 低所得世帯等のこどもへの⾷事の提供
等の取組を⽀援

• こども⾷堂やこども宅⾷等を通じた要⽀
援児童等の状況把握を⽀援

• 企業等からフードバンクへの⾷品
寄附量増加につなげるための
フードバンク認証制度を令和８
年度から運⽤開始予定

• 「⾷品寄附ガイドライン」の普及
啓発
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３．経済的アクセスの確保②
○ 農林⽔産省としては、フードバンクやこども⾷堂等の活動への⽀援のほか、フードバンクやこども⾷堂等への多様な
⾷料の提供に向けて、地⽅公共団体、⾷品事業者、社会福祉協議会等の地域の関係者が地域の実情に応じて
取り組む体制づくりへの⽀援を実施。

॥
␗
ॹ
␽
ॿ
␗
ॱ
␗

地域協議会
課題解決に向けた計画の策定

質 的 充 実
(フードバンク等による⾷品の質・量の充実に向けた機能強化の取組の拡⼤)

委
託
先

サポート

相談

市町村
都道府県

こども⾷堂

社会福祉協議会

地域住⺠団体

⽣産者

⾷品事業者
フードバンク

物流事業者

こども宅⾷

NPO
• 地域協議会の
伴⾛⽀援

• コーディネーター
育成

• 先進事例の
収集・整理

都道府県・市町村
現状・課題の調査・分析

地域の体制づくり⽀援を通じて、「⾷品アクセスの確保に取り組む地域」を創出・全国展開

⾷品関連事業者
・⽣産者等 フードバンク等 こども⾷堂等

補助事業者

⾯ 的 拡 ⼤
(⽣鮮⾷品や未利⽤⾷品の円滑な提供に向けた地域の体制づくりの拡⼤)

専⾨家派遣やフードバンク等への活動⽀援を組み合せながら、フードバンク等の取組を拡⼤

• ⼤規模⼜は広域的な取組の⽀援
• 新規設⽴・取組拡⼤等の⽀援• 専⾨家派遣 等

委託先

その他、
• ⾷品提供に係る税制上の取扱いを整理（全額損⾦算⼊）（国税庁）
• ⾷品寄附の信頼性向上に向けた「⾷品寄附ガイドライン」を周知（消費者庁）

その他、
• こども⾷堂やフードバンク等に政府備蓄⽶を無償交付（農林⽔産省）
• 地⽅公共団体が実施する⾷品ロス削減推進の取組として、フードバンクやフードドライブ活
動等を⽀援（消費者庁）

• こども⾷堂やこども宅⾷等を通じて要⽀援児童の状況把握等を⽀援（こども家庭庁）
• ⾃⽴相談⽀援機関等とNPO法⼈等⺠間団体との連携の推進等により、⽣活困窮者⾃
⽴⽀援の機能を強化（厚⽣労働省）
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Ⅲ 国⺠⼀⼈⼀⼈の⾷料安全保障・持続的な⾷料システム
１ ⾷品アクセスの確保
（１）平時における⾷品アクセスの確保

② 経済的アクセスの確保
（略）経済的理由により⼗分な⾷料を⼊⼿できない者への多様な⾷料提供に向けて、⾷品アクセスの全国的な取組状況等を把握しつつ、
市町村等を中⼼に⾷品事業者、物流事業者、NPO 等の関係者が連携して地域の課題に応じた取組を進める体制づくりを推進する。
また、経済的理由により⼗分な⾷料を⼊⼿できない者への⾷料提供の質・量の充実に向けて、⾷料の出し⼿・受け⼿のマッチングを促進すると

ともに、⾷品事業者による⾷品寄附の取組内容の⾒える化や、フードバンク・こども⾷堂・こども宅⾷等の⾷料受⼊・提供機能の強化など、⾷
料の出し⼿・受け⼿双⽅の取組拡⼤を促進する。その際、⾷品寄附等に関する官⺠協議会において策定された「⾷品寄附ガイドライン」の普
及啓発を図るとともに、⼀定の管理責任を果たすことができるフードバンク等を同ガイドラインに基づき認定するなどにより特定するための仕組み
を構築し、その運⽤を推進する。

⾷料・農業・農村基本計画（令和７年４⽉11⽇閣議決定）（抄）

（参考）円滑な⾷品アクセスの確保に関する⾷料・農業・農村基本法及び基本計画の規定並びに決議
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農林⽔産省の国際協⼒

令和８年１⽉
輸出・国際局 新興地域グループ
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Ⅰ 農林⽔産省のODA等予算の概要

1
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Ⅰ－１ 世界のODAと我が国の分野別ODA

【⽇本の⼆国間政府開発援助分野別配分】【DAC諸国の政府開発援助実績】

出典︓OECD.stat

注１︓2024年（暦年） 暫定値を使⽤している国を含む
注２︓換算率︓2024年＝151.37円/ドル（OECD-DAC指定レート）。

※DAC︓Development Assistance Committee （開発援助委員会）
注３︓⼆国間援助及び国際機関に対する出資・拠出等の合計値
注４︓四捨五⼊の関係上、合計が⼀致しないことがある。

出典︓開発協⼒⽩書注１︓2023年度の会計年度ベース。
注２︓換算率︓ 2023年＝140.5061/ドル（OECD-DAC指定レート）

※DAC︓Development Assistance Committee （開発援助委員会）
注３︓四捨五⼊の関係上、合計が⼀致しないことがある。

○ 世界のＯＤＡ額（32兆4,763億円、DAC諸国計）に占める⽇本のＯＤＡの割合は7.7 %(2兆4,966億円) 、
世界で第４位(2024年)。

○ 我が国の⼆国間ＯＤＡ額（8,960億円。ただし贈与分のみ）に占める農林⽔産分野の割合は5.5%(497億円。
ただし贈与分のみ)（2023年）。

2024年
順位国名

シェア億円百万ドル

30.5%99,11065,4751米国

15.3%49,69832,8322ドイツ

8.4%27,23417,9923英国

7.7%24,96616,4944日本

7.2%23,38215,4475フランス

30.9%100,37266,309その他

100.0%324,763214,549DAC諸国計

割合
贈与（無償＋技協）

分野
億円百万ドル

30.8%2,7631,967Ⅰ 社会インフラ＆サービス

6.9%622443教育

12.9%1,154821保健

3.2%282201 水と衛生（上下水道等）

7.9%705502その他

8.7%776552 Ⅱ 経済インフラおよびサービス

7.7%694494Ⅲ 生産セクター

5.5%497353農林水産業

2.2%198141その他

52.8%4,727 3,364ⅳ その他

100.0%8,9606,377総 合 計

ＯＤＡ（政府開発援助︓Official Development Assistance）とは、開発途上国の経済や社会の発展などに協⼒
するために⾏われる先進国などの政府ベースの経済協⼒のことを⾔う。 2
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Ⅰ－２ 世界のＯＤＡ額と農林⽔産分野の割合

資料︓OECD.Stat
注︓⼆国間援助額を基に算出しており、国際機関に対する出資・拠出等は含まない。

また、特定分野に割り振ることができないODAについては、 「世界のODA額（DAC諸国）」に計上されていない。

○ 世界のＯＤＡ額（DAC諸国）は、近年増加傾向にあるが、内容は社会インフラ整備等に重点が置かれ、農林⽔産
分野については近年３〜５％程度で推移。

3
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Ⅰ －３ 農林⽔産省ＯＤＡのシェアについて

出典︓開発協⼒⽩書

○ 農林⽔産分野の⼆国間ODA額（497億円。ただし贈与分のみ）(2023年) に対する農林⽔産省予算（25億
円）の割合は約5％（2023年度）。

○ 農林⽔産省は、
・農林⽔産分野の専⾨的知⾒を活⽤した先駆的な技術開発・普及等
・農林⽔産分野における国際的な規範策定の⽀援やその遵守のための能⼒構築等
等を担当。

2024年度2023年度

シェア
予算額
（百万円）

予算額
（百万円）

77.6%438,264442,821外務省

14.8%83,44382,820財務省

3.2%17,95517,506文部科学省

2.0%11,33311,688経済産業省

1.4%7,76110,587厚生労働省

0.4%2,4322,510農林水産省

0.7%3,7813,005その他

100.0%564,969570,937計

【農林⽔産分野のODA】

注１︓「農林⽔産分野の２国間ODA額（贈与分）」については2023
暦年の⼆国間援助の約束額ベース。

注２︓ 「農⽔省のODA予算」については2023年度の会計年度ベース。

【省庁別のODA予算】

注︓四捨五⼊の関係上、合計が⼀致しないことがある。

4
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Ⅱ 農林⽔産省の国際協⼒の概要

5
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●⻄アフリカにおける⾷料システム構築⽀援
●世界の⾷料安全保障に貢献する品種の開発
●かんがい排⽔技術の普及 等

●先端技術等を活⽤した農業団体等の機能強化
●途上国における持続可能な取組への⽀援等

●環境負荷の低減を含めた強靱で
持続可能な農林⽔産業及び⾷
料システムの展開に向け、「グロー
バルみどり協⼒プラン」としてグロー
バルサウス諸国との関係構築のた
めの国際協⼒を推進する。

●世界における持続可能な森林
経営に向けた取組の促進

●森林減少・劣化の抑制、⼭地
災害の防⽌、違法伐採対策等
に貢献

●海外漁場での安定的な操業の
確保と資源管理の推進

開発協⼒⼤綱
(平成4年閣議決定の政府開発援助（ODA)⼤綱が、平成

27年2⽉改名し、令和５年6⽉９⽇に改定。)

●我が国の国益に沿ったODAの戦略的活⽤
●オファー型協⼒など能動的な協⼒を実施
●GNI⽐0.7％の国際的⽬標を念頭に置くと

ともに、我が国の極めて厳しい財政状況も
⼗分踏まえつつ、様々な形でODAを拡充

●⾷料・エネルギー安全保障など経済社会
の⾃律性・強靱性の強化

→⾷料増産、栄養改善等に加え、新たに
我が国の⾷料安全保障の観点から、⾷
料の安定供給・確保に向けた途上国⽀
援に積極的に取り組む

●気候変動・環境
→⽣物多様性の主流化やプラスチック汚染

対策を含む海洋環境・森林・⽔資源の
保護等の取組を強化

●我が国の優れた環境配慮型技術の普及・展開
●持続可能な森林経営及び⽊材利⽤の促進
●⽔産物の安定供給・⽔産資源管理 等

○ 政府全体の⽅針に基づき、各基本計画を受け、国際協⼒に関する取組を実施。

●国際基準の策定・普及
●越境性動物疾病等への対策 等

（令和７年４⽉閣議決定）

（令和３年６⽉閣議決定）

（令和４年３⽉閣議決定）

⾷料・農業・農村基本計画

森林・林業基本計画

⽔産基本計画

【概要】

【重点政策（農林⽔産関係）】

農業⽣産性向上の⽀援

気候変動などグローバルな課題への対応

我が国の⺠間企業等との連携強化
に着⽬した取組

⾷品の安全確保と安定供給

政府全体の⽅針 農林⽔産分野の基本計画 農林⽔産省の国際協⼒

【機密性２情報・令和7年度業務説明会関係者限り】Ⅱ－１ 農林⽔産省における国際協⼒の⽅針
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○ 農林⽔産省は、ＯＤＡ予算を効率的・効果的に活⽤するため、ＪＩＣＡとも連携しつつ、以下の国際協⼒を推進。
①農林⽔産分野の国際機関への拠出を通じた協⼒
②⺠間団体の知識や経験を活⽤した協⼒
③ＪＩＣＡによる協⼒案件において専⾨的知⾒や⼈的資源を提供

●フードバリューチェーン構築に資する⼈材育成
●農業⽣産性向上等に資する

技術普及 等

農林⽔産省のＯＤＡ

●国際機関への拠出事業

・国連⾷糧農業機関 （ＦＡＯ）
・国際農業開発基⾦（ＩＦＡＤ）
・アセアン事務局 （ＡＳＥＡＮ）
・東南アジア漁業開発センター

（ＳＥＡＦＤＥＣ）
・国際獣疫事務局 （ＯＩＥ）
・国際熱帯⽊材機関（ＩＴＴＯ）
・国連世界⾷糧計画 （ＷＦＰ）

等

国際機関を通じた協⼒

●無償資⾦協⼒
●有償資⾦協⼒

資⾦協⼒

●専⾨家派遣
●技術協⼒プロジェクト
●開発調査

技術協⼒

JICAによる協⼒

⺠間団体向け委託、補助事業

連携

連携

連携

Ⅱ－２ 農林⽔産分野における協⼒の体系

7
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○2021年の国連食料システムサミットにおいて、温室効果ガスを削減しつつ、農業と食料システムの強靱性と持続可能性を高めることが農業

政策や政府のイニシアティブの中核的な概念として位置付けられた。

○2024年のブラジルでのG20農業大臣会合さらにはG20サミットの成果も踏まえ、強靱かつ持続可能で生産性の高い農業の実現に向けた我

が国とグローバルサウス諸国の協力のための「グローバルみどり協力プラン」を策定・公表。（2024年12月）

○2021年に持続可能な食料システム構築に戦略的に取り

組む「みどりの食料システム戦略」を策定。

○2023年には、気候や農業生産条件の共通するASEAN

との間で「日ASEANみどり協力プラン」を採択。

イノベーションによる強靱で持続可能な農業と食料シス

テムの構築に向け、協力プロジェクトを実施。
※2024年G20サミット＠ブラジルにて、石破総理より、「日本の高い技術を活
用し、温室効果ガス排出の低減を含めた持続可能で生産性の高い農林
水産業を中南米、アフリカ諸国を含む新たなパートナーにも広げていきた
い。」旨御発言あり。

グローバルサウス諸国では、それぞれの地域の

農林水産業の置かれている自然・社会条件は様々。

○強靱で持続可能な農林水産業・食料システムを実現す

るため、各地域の状況に応じたテーラーメイドの連携・協

力を推進。

○産学官金が連携し、日本とグローバルサウス諸国の関

係強化に加え、日本の技術の国際的普及、民間企業の

海外展開を後押し。

グローバルサウスにおける食料・農林水産業の生産性向上と持続可能性

確保の両立をイノベーションで実現。

また、輸入安定化や緊急時の食料支援など危機にも対応。

【技術開発・研究・実証、スマート農業技術の展開、生産支援】

・BNI（生物的硝化抑制）強化作物の開発と普及

・アフリカにおける気候変動対応や栄養改善に資する作物品種の開発

・WFP（国連世界食糧計画）と連携したアフリカの地域食料システム構築

【我が国農業資機材を用いた協力や環境負荷低減への貢献】

・農業二国間クレジットを活用した環境負荷低減と農家所得向上

・民間技術を活用した、ブラジルでの劣化牧野対策

・IFAD（国際農業開発基金）への拠出を通じた民間セクターと小規模生産者

の連携強化

【緊急時食料支援や穀物輸入安定化、国際基準策定への参画】

・APTERR（ASEAN+3緊急米備蓄）を通じた緊急時の食料支援

・食品安全・動物衛生・植物検疫に係るルールメイキングの主導

・輸入相手国において民間事業者が行う輸出に係る民間インフラへの投資

促進を通じた主要穀物の輸入安定化

主要なプロジェクトのイメージ

⾷
料
⽣
産
性

持
続
可
能
性

危
機
対
応

Ⅱー3 グローバルみどり協⼒プランⅡー3 グローバルみどり協⼒プラン

8
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○かんがい排⽔技術の普及

施⼯後の改善効果の検証状況

• アジア及びアフリカ地域の⽔
⽥農業における農業⽣産性の
向上と⽔資源の効率的利⽤
に向けて、かんがい排⽔施設の
整備促進や維持管理能⼒の
強化に資する取組を⽀援。

ICT技術を活⽤した農業⽤⽔管理
システムの導⼊

【機密性２情報・令和7年度業務説明会関係者限り】Ⅱ－４ 農業⽣産性向上の⽀援

9

○⾷料安全保障と地域発展のため
の⻄アフリカにおける地域⾷料シス
テム構築⽀援

現地⼩規模農家（出典︓WFP）

•1998年以降、⻄アフリカで住⺠参
加型⼩規模⽔⽥開発や学校給⾷
⽀援との連携をWFPと協働で実施。

•2025年度以降は、これらの成功
事例の横展開を⽬指し、⽇系企業
等との連携により、資機材の実証や
⼩規模農家への技術指導を実施。

○世界の⾷料安全保障に貢献する
品種の開発

ヤムイモ

• 耐⼲性・耐塩性に優れたイネ品種や
少ない肥料でもよく育つBNI※強化コム
ギ品種の開発を推進。

※BNI(Biological Nitrification Inhibition:⽣物的硝化抑制):
作物の根から分泌される物質により⼟壌中の窒素肥料の硝化を抑制
する現象。BNIを活⽤することで肥料の効率的利⽤、GHG排出削減、
⽔質汚染の低減といった効果が期待できる。

イネの開発
（耐⼲性の例）

• アフリカの主要作物であるヤムイモに
ついて、植物育成促進細菌等を導⼊し
た新たな栽培体系による⾼収量・⾼栄
養系統の作出、種苗⽣産体系の開発
を推進。

BNI強化コムギの開発

18



○我が国の優れた環境配慮型技術等の普及・展開
• GHG排出を抑えた強靭で⽣産性の⾼い栽培体系の構築

GHGゼロエミッションに向けたイネの栽培体系を提案・実証するととも
に、その効果を分析し、展開戦略を提案。

• ⼆国間クレジット制度を活⽤した持続可能な⾷料システム構築
⽔⽥からのメタン排出削減に資する環境配慮型技術（間断灌

漑）と⼆国間クレジット制度とを組み合わせたプロジェクトを推進する
ための具体的⼿法を開発。

• 農業分野に係るパリ協定の実施の強化
途上国における⽣産性と気候変動緩和を両⽴する取組や温室効

果ガスの測定・報告・検証に係る⽀援を実施。

○⽔産物の安定供給・⽔産資源管理

持続可能な養殖⼿法の指導

• 資源管理の推進

※ IUU漁業とは、漁業資源管理の枠組みを逃れて⾏われるIllegal（違法）・
Unreported（無報告）・Unregulated（無規制）漁業の略称。乱獲によ
る⽔産資源減少の主因の⼀つとされ、世界的な問題となっている。

環境に配慮した養殖技術の開発や
持続可能な養殖業等の展開に係る
取組を⽀援。

• 海外漁業協⼒の戦略的展開
⼊漁先国など⽔産外交上重要な国に対して、研修⽣受

⼊、専⾨家派遣、技術移転に必要な資機材供与、協⼒
案件形成⽀援等を積極的に実施。

IUU漁業撲滅のための漁船登録、漁業管理能⼒向上の
ための取組等を⽀援。

• 持続可能な養殖業の推進

○持続可能な森林経営及び⽊材利⽤の促進

【機密性２情報・令和7年度業務説明会関係者限り】Ⅱ－５ 気候変動などグローバルな課題への対応

10

• 森林資源の循環利⽤と⽣物多様性の保全の調和に
資する政策環境整備

森林資源の循環利⽤と⽣
物多様性の保全に関する政
策環境や推進体制を整備す
るとともに、持続可能な森林
経営と⽊材利⽤の重要性に
ついて発信・普及。

• ⺠間事業者による森林保全・
再⽣の取組促進

森林分野JCMのガイドライン
改訂、森林づくり活動による貢
献の可視化⼿法や植林プロ
ジェクトの効果的な実施⼿法
を開発。

• 持続可能な⽊材サプライチェーン構築
⽇本市場のニーズに即した持続可能な⽊材サプライ

チェーンを実現するため、対象国における政策枠組の整
備及び能⼒開発を⽀援。

⽊材の合法性要件に関する研修 アグロフォレストリーの導⼊

CO2

CO2

気候変動対策
⽣物多様性保全

持続可能な森林経営
⽊材利⽤

©ITTO ©ITTO

半乾燥地での植栽⽤の⻑根苗
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○越境性動物疾病等への対策

環境

動物 ⼈ワンヘルス

ワンヘルス（One Health）
動物、⼈、環境の３分野が連携して、健康に係る重⼤な脅威・課題に対処

（WOAH、WHO、FAO及びUNEPが協⼒）

WOAH・FAOによる
アフリカ豚熱専⾨家会合

専⾨家派遣の様⼦
（出典︓FAO）

・ アジア太平洋地域における、ワンヘルス・アプローチに基づく野⽣動物由来感染症を含む⼈獣共通感染症対策、薬剤耐
性（AMR）対策等の取組を⽀援する。

・ 越境性動物疾病（アフリカ豚熱や⼝蹄疫）の危機管理体制の構築や現場での防疫措置とともに、アジア太平洋地域に
おける専⾨家ネットワークを活⽤した防疫対応の検討及び啓発活動等を通じ、国際基準等に沿った発⽣予防・まん延防⽌・
清浄化の実施を⽀援する。

○国際基準の策定・普及

ワークショップの開催

• 国際基準策定機関（Ｃｏｄｅｘ、ＷＯＡＨ、ＩＰＰＣ）
の事務局に専⾨家を派遣して、ＳＰＳ（⾷品安全、動物衛⽣、
植物検疫）関連の国際基準の策定を主導し、普及を⽀援する。

• FAOアジア太平洋地域事務所に専⾨家を派遣し、⾷品安全に
係るリスク分析能⼒向上や重要病害⾍の早期発⾒、防除等に関
するワークショップ開催を通じて、アジア太平洋地域における⾷品安
全や植物防疫に係る能⼒向上を⽀援する。

Codex事務局として会議に参加 eラーニングコースの開発

⾷品安全に関する国際基準の策定・普及 （出典︓FAO）

国際基準実施ツールの作成、普及 病害⾍防除等に関するワークショップ開催
（出典︓FAO）病害⾍の侵⼊・まん延防⽌対策の強化

【機密性２情報・令和7年度業務説明会関係者限り】Ⅱ－６ ⾷品の安全確保と安定供給

11
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○我が国の技術普及を通じた農業者・農業団体等の機能強化
•アジア・アフリカ・⼤洋州地域の農⺠組織に所属する研修員を対象
に、JA全中グループのアジア農業協同組合振興機関（IDACA）
及び協同組合の国際同盟（ICA）と連携して、農⺠組織等の育
成・強化及び⽣産性・品質の向上に資する⼈材の育成を⽀援。

•アジア地域の若⼿農業者を対象に、我が国の農家に滞在し実践
的な農業⽣産技術及び包括的な農業経営を学ぶ研修の実施を通
じ、我が国⾷産業の現地パートナーとなり得る⼈材育成など⾷産業
の海外展開に資する環境を整備。

農家から農業技術を
学ぶ研修⽣

組織におけるリーダー
シップについての講義

【機密性２情報・令和7年度業務説明会関係者限り】

○途上国における持続可能な取組への⽀援

途上国の生産者

IFADを通じた民間企業による持続可能な取組への支援

 持続可能な生
産が必要

 先進的な農業
技術等へのア
クセスが限定
的

IFAD
途上国の農業者 持続可能な食

料調達が必要

 途上国の生産
者へのアクセス
が限定的

先進国の民間企業

持続可能な農業生産技術支援

両者の橋渡し

農林水産省

拠出・連携

Ⅱ－７ 我が国の⺠間企業等との連携強化に着⽬した取組

12

• 2023年4⽉のG7宮崎農業⼤⾂会合を機に、国際農業開
発基⾦（IFAD）と連携し、環境や⼈権等の持続可能性に配
慮した輸⼊原材料調達に取り組む企業を⽀援するため、我が国
⺠間企業と現地⽣産者のニーズを仲介する「⺠間セクター・⼩規
模⽣産者連携強化（ELPS）」イニシアティブを設⽴。

タンザニアのコーヒー⽣産農家
（出典︓UCCジャパン株式会社）

＜案件形成状況＞
・１号案件（2024年9⽉）︓タンザニアにおける持続可能なコーヒー⽣産プロジェクト
（UCC上島珈琲株式会社、丸紅株式会社）
・２号案件（2025年８⽉）︓ルワンダにおけるマカダミアナッツのバリューチェーン強化プロジェクト
（株式会社オスティジャパン、ルワンダ・ナッツ・カンパニー株式会社）
・３号案件（2025年11⽉）︓バングラデシュにおける輸出⽤ゴマのバリューチェーン強化プロジェクト
（株式会社ユーグレナ、グラミンユーグレナ社） ルワンダのマカダミアナッツ⽣産農家

（出典︓ルワンダ・ナッツ・カンパニー株式会社）
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畜産クラウドの現状

令和８年４月
農林水産省畜産振興課

22



コンソーシアム構成員

（公社）畜産技術協会
（一社）家畜改良事業団
（一社）全国肉用牛振興基金協会
（一社）日本科学飼料協会
（一社）日本家畜人工授精師協会
（公社）日本食肉格付協会
（一社）日本草地畜産種子協会
（公社）北海道酪農検定検査協会
（独）家畜改良センター
（株）コムテック
デザミス（株）
丸紅（株）
（株）ファームノート

畜産クラウドの概要

○ 全国的にデータを収集する「全国版畜産クラウド」を2018年から運用開始。今後機能の拡充、参加農家・団体の拡充を図る
方針。

（支援者）
普及員、獣医師等

https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan-cloud/

（生産者）

データベース

利用者登録

情報提供同意システム

全国版畜産クラウドシステム

畜産クラウド全国推進コンソーシアム
畜産クラウド全国推進コンソーシアム構成員等
（生産者団体等）からの生産関連情報の共有を推進
以下の情報について順次接続

・個体識別情報
・乳量・乳成分情報
・飼料製造情報 等

ビッグ
データの
分析や経
営への活

用

民間クラウド
データベース

民間クラウド
データベース

（生産者）

（生産者）

＜全国データベース構築＞

※精液等情報システムと合わせて運用。
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○ 情報の集約により、牛の移動履歴や乳量・乳成分といった様々な情報の一元的利用が可能。
○ 複数農家の情報を集約・分析することで、各農家は類似飼養規模別・地域別といった単位との比較が可能となり、自らの立
ち位置を把握することで改善すべき点の分析も可能。

【課題】現在、情報を収集・活用するには
（１）各情報を所有する機器や団体等から個別に収集。
（２）紙媒体での情報もあり、分析等の活用が難しい。

（PCで閲覧可能でも複数アプリが必要 等）
（３）データの連動や比較による経営分析等が難しい。

（１）情報が一元化し、各情報の一括入手が可能に。
（２）データとしての入手が可能となり、情報の活用が容易に。
（３）様々なデータの比較検討により、経営分析等が容易に。⇒ 農家単位・牛単位で生産性の向上へ寄与。

情報の集約により

例）乳牛１頭当たり乳量：
‘12年度 9,010kg → 21年度 10,096kg

【事例】
デンマークではデータ集約・活用の効果もあり、生産性が向上

（同時期の我が国は8,154kg→8,871kg）

情報の集約による農家のメリット

情報元

ビックデータ
分析

牛 の 移 動 履 歴

団体 システム 獣医師 帳簿

乳量

乳成分 分娩情報

疾病履歴

農家単位・牛単位で
生産性向上

情報の集約

分かりやすい助言

全国版
畜産クラウド

情報の接続

（現状）
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○ 個体識別情報と連携したことで経営内の産次ごとの分娩間隔を閲覧可能。飼養改善や治療を考える牛が見える化。

頭
数

分娩間隔

最
頻
値

平
均
値

分娩間隔の平均値が、
中央値（全ての牛の分娩間隔
の真ん中の値）より長い場合
⇒ 分娩間隔の長くなってい
る牛がいるということ

更新or
治療牛

＜参照＞
例えば、この農家さんでは・・・
＊ ３産の牛群に繁殖の悪い牛がいて、
中央値（●）と平均値（棒グラフ）が乖
離。

＊ ７産の牛は相当、繁殖が悪い
＊ ２産の牛は分娩間隔がやや長い

治療など飼養改善を
考える牛が見える化！

＊ 発情１回逃すとエサ代は21日で
約２万円（生産費から推計）。

＊ ７産の635日を平均の462日に
短縮するとエサ代▲約8.5万円。

⓪ 個人登録及び団体登録が可能
・ 個人の場合、免許証等で登録
・ 団体の場合、団体が本人確認

①

注：農家が了承していない場合、
勝手に閲覧はできません。

②

③

⓪ まずは畜産クラウドに登録。
① データ一覧を選択すると関係する農
家が一覧表示される

↓
② 確認したい農家の「閲覧」を選択

↓
③ 農家で飼養される牛が一覧表示され
る。例えばここで、「農家グラフ」を選択
すると上記のグラフが表示。

＜上記を閲覧するには＞

（日）

注）子牛が死産で牛トレサ制度の届出がない場合も

中
央
値

畜産クラウドで現在できること（支援者ページの例） https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan-cloud//

https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan-cloud/
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．家畜能⼒等向上強化推進

遺伝子解析技術等を活用した新たな評価手法や始原生殖細胞（PGCs）保
存技術等により、生涯生産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品
種の活用促進、肉質・繁殖能⼒の改良の加速化等を推進する取組を支援します。

２．畜産情報活用強化対策
畜産関係団体やITベンダー等が連携し、⽜の個体識別番号と当該⽜に関連す

る生産情報等を併せて集約し、活用する体制を整備する取組等を支援します。

３．肉用⽜短期肥育・出荷月齢の早期化推進
肉用牛生産における生産コストの削減や環境負荷の低減に資する、肉用⽜の肥

育期間の短縮・出荷月齢の早期化を推進するため、
① 意欲ある生産者団体による先⾏地調査、実証等の取組
② 早期出荷牛肉の認知度向上、理解醸成を図るための品質評価等の地域の取組
を支援します。

４．和⽜の信頼確保対策
我が国の貴重な知的財産である和⽜の血統に関する信頼を確保するため、遺伝

子型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を支援します。

＜対策のポイント＞
肉用⽜・乳用⽜・豚・鶏の改良や⽜個体識別番号と関連する生産情報等を集約・活用する体制整備を推進するとともに、肉用⽜の肥育期間の短縮・出荷
時期の早期化や和⽜の信頼確保のための遺伝子型検査の支援により、畜産物の生産⼒及び生産体制の強化を図ります。

＜事業目標＞［令和５年度→令和12年度まで］
○ 生乳生産量︓732万t→732万t ○ 牛肉生産量︓ 35万t→  36万t ○ 豚肉生産量︓91万t→92万t
○ 鶏肉生産量︓169万t→172万t ○ 鶏卵生産量︓248万t→252万t

＜事業の流れ＞

１．家畜能⼒等の向上強化

特定の能⼒と関連のあ
る塩基配列をどれだけ
多く含むか比較

⾼能⼒⽜と推定

・遺伝子解析技術による評価手法

４．和子⽜の遺伝子型の検査
登記上の父は
人気種雄⽜

・国産和⽜の信頼低下
・購⼊者の利益の遺失

モニタリング調査を通じ、
血統矛盾事案の発生を抑止

しかし、実の
父は登記と
異なる⽜

・生涯生産性の向上

濃厚飼料の削減に
つながる乳量変動
の⼩さい⽜へ改良

生産コストの削減
環境負荷の低減

３．肉用⽜短期肥育・出荷月齢の早期化推進
育成・肥育

肥育期間短縮

繁殖農家 肥育農家

① 早期出荷に向けた生産推進

⾷肉流通事業者

② 早期出荷⽜肉の流通促進

成分検査、生物・物理検査、
官能検査による品質評価及
び販路開拓を実施

早期出荷に向けた意欲ある生産
者団体による実証等を支援

２．畜産情報活用強化対策
⺠間ｸﾗｳﾄﾞ

畜産関係
団体 ITベンダー

その他支援
関係者

畜産のビッグデータ等の活用
による畜産経営改善支援

⺠間ｸﾗｳﾄﾞ⺠間ｸﾗｳﾄﾞ

牛個体識別台帳ｼｽﾃﾑ個体識別情報をキーに
畜産関連データを集約

畜産クラウド

令和８年度予算概算決定額 784百万円（前年度 774百万円）

13 畜産生産⼒・生産体制強化対策事業

[お問い合わせ先]（１、２、３①、４の事業）畜産局畜産振興課（03-6744-2524）
（３②の事業） ⾷肉鶏卵課（03-3502-5989）

国
⺠間団体等 生産者

集団等

（１、２、４の事業）⺠間団体等
定額

定額、1/2以内

（３の事業）
定額

26



１．戦略的国際共同研究推進事業 一覧表

相手国及びプロジェクト 日本側代表機関 コンソーシアム構成員 相手国側代表機関 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
タイ

タイ国における牛の口蹄疫ウイルス持続感染状況に関する調査・研究 農研機構 ー タイ国東南アジア口蹄疫地
域レファレンス研究所

越境性害虫ツマジロクサヨトウのスマートで持続的な防除体系の構築 国際農研 農研機構、筑波大学 タイ農務省植物保護研究
開発部、カセサート大学

「ETHANOL＋」を用いたポスト薬剤耐性菌時代の植物病害防除研究 山口大学 山口県農林総合技術ｾﾝﾀｰ、㈱
JSC総合研究所、㈱活水ﾌﾟﾗﾝﾄ カセサート大学

ベトナム
アフリカ豚熱の診断技術の検証と最適化ならびにベトナム国における浸潤状況の調
査 農研機構 ㈱タカラバイオ ベトナム国立獣医学研究

所

フィリピン

イネの越境性植物病害虫に対するゲノム育種的防除技術の開発 九州大学 農研機構、佐賀大学 フィリピン稲研究所

インド
低投入農業における生産性向上と環境負荷軽減に向けた雑穀のBNI物質の探索
と応用 国際農研 ー インド雑穀研究所、国際半

乾燥熱帯作物研究所

雑穀ゲノム育種技術と安定生産技術の確立 (公財)岩手生物工
学研究センター 岩手県農業研究センター インド雑穀研究所

EU加盟国（ドイツ）

減農薬害虫管理技術に資するバキュロウイルス抵抗性メカニズムの解明 東京農工大学 ー ユリウス・クーン研究所

持続可能な農業に向けた信頼できるAIの開発 東京農工大学 京都大学、岡山大学、岐阜大学 ライプニッツ農業景観研究セ
ンター

EU加盟国（スロベニア）

生産力とレジリエンスを両立する森林構造の複雑性 静岡大学 日本大学、信州大学 リュブリャナ大学、スロベニア
森林研究所

デジタル技術と3次元空間情報を活用した近自然型林業の計画・管理システム構
築と実証 東京大学 ー リュブリャナ大学

EU加盟国（フランス）

安定多収・高品質コムギ育種のための遺伝資源データ活用技術の開発 農研機構 ー フランス国立農業・食料環
境研究所

地球環境の保全に資する持続可能な農業生産のための低温プラズマ活用技術の
開発 名古屋大学 ㈱ヴィルモランみかど パリ・サクレー大学、

Vilmorin Mikado SA

米国
水田メタン・玄米ヒ素等の同時低減技術の開発と関与微生物群集構造・機能遺
伝子の解明 農研機構 新潟県農業総合研究所、富山県農

林水産総合技術センター、国際農研 米国農務省農業研究局

第一胃内微生物相とメタン産生の包括的解析によるメタン低減型肉用牛飼養シス
テム開発 農研機構 北海道大学、㈱エス・ディー・エス

バイオテック 米国農務省農業研究局

畜産業由来メタン排出削減技術の開発 国際農研 ㈱エス・ディー・エス・バイオテック 米国農務省農業研究局

中国

次世代型耐病性イネの開発 近畿大学 ー 中国農業科学院

マダニ媒介原虫病制圧に向けた日中共同アプローチ 帯広畜産大学 北海道大学、岐阜大学 中国農業科学院

越境性害虫の発生実態・移動経路の解明による高精度な飛来予測・発生予察手
法の開発 農研機構 ー 中国農業科学院
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ハイレベルの合意等を踏まえ、中国、米国、ベトナム、タイ、ドイツ、スロベニア、フランス、フィリピン、インドとの国際共同研究
事業をそれぞれ実施。2026年度からドイツと新たな課題で共同研究を開始予定。

２．戦略的国際共同研究推進事業 経緯

米国 2021年３月、野上農林水産大臣とビルサック農務長官との日米農業大臣会合にて、水田（イネ）と牛からのメタン排出
の削減技術に係る研究協力を進めることで合意。
2021年４月、菅総理大臣とバイデン大統領との日米首脳会談の合意文書「日米競争力・強靭性（コア）パートナーシッ
プ」の協力分野の１つとして「持続可能で気候にやさしい農業」が記載。
2022年５月、岸田総理大臣とバイデン大統領との日米首脳会談における共同声明の別添文書（「日米競争力・強靭性
（コア）パートナーシップ」ファクトシート）において、持続可能で気候にやさしい農業に関する協力として、共同研究を実施
する旨記載。
2022年度から共同研究事業を開始。

ベトナム 2020年12月、野上農林水産大臣とグエン農業・農村開発大臣が、日越農業協力ハイレベル会合「共同研究を通じた、
家きん及び豚のウイルス感染症防除法の開発等」が記載された「日越農業協力中長期ビジョン」に署名、双方の研究分野
での連携を確認。
2021年７月、日本および東南アジア各国農相間で策定された「持続可能な農業生産及び食料システムに関する共同文
書」において、共同研究プロジェクト等を通じた協力を促進し深化させることを確認。
2022年度から共同研究事業を開始。

タイ 2021年７月、日本および東南アジア各国の農相間で「持続可能な農業生産及び食料システムに関する共同文書」を策
定。共同研究プロジェクトや既存の二国間の枠組みを通じた協力を促進し深化する旨記載。
2022年８月、小川農林水産審議官とトンプレウ・タイ農業協同組合省事務次官との間で、「日本国農林水産省とタイ王
国農業協同組合省との間のスマート農業推進のための協力覚書」への署名を行い、両国がスマート農業の推進のために協
力することを確認。
2023年度から共同研究事業を開始。

ドイツ 2021年７月、野上農林水産大臣とヴォイチェホフスキ農業・農村開発担当欧州委員とのバイ会談で、日・EUが連携し農
業分野でのイノベーションを推進していく旨の共同文書である「持続可能な農業・食料システムへの移行のためのイノベーション
に関する日EU間協力の強化」に合意。
2023年度からEU加盟国（ドイツ、スロベニア）との共同研究事業を開始。
2024年９月、G７イタリア農業大臣会合での坂本農林水産大臣とエズデミル食料・農業大臣のバイ会談で、協力覚書
「ファーミング・フューチャー・トゥギャザー」へ署名。本覚書に基づき、2026年度から新たに共同研究事業を開始する予定。 28



中国 2015年９月の日中農業大臣間での合意に基づき、日中次官級定期対話の下に「日中農業協力グループ」を位置づけ。
2017年６月以降、農業科学技術をテーマとしたワーキングチームでの議論を経て、両国間での共同研究分野を特定。
2020年度から共同研究事業を開始し、2024年度に終了。

スロベニア 2021年７月、野上農林水産大臣とヴォイチェホフスキ農業・農村開発担当欧州委員とのバイ会談で、日・EUが連携し農
業分野でのイノベーションを推進していく旨の共同文書である「持続可能な農業・食料システムへの移行のためのイノベーション
に関する日EU間協力の強化」に合意。
2022年８月、農林水産省皆川顧問とシンコ農林業・食料大臣との間で、研究協力サポート等を含む「農林業・食料シス
テムにおける持続可能な開発に関する覚書」に署名。
2023年度からEU加盟国（ドイツ、スロベニア）との共同研究事業を開始。

フランス 2021年７月、野上農林水産大臣とヴォイチェホフスキ農業・農村開発担当欧州委員とのバイ会談で、日・EUが連携し農
業分野でのイノベーションを推進していく旨の共同文書である「持続可能な農業・食料システムへの移行のためのイノベーション
に関する日EU間協力の強化」に合意。
2023年10月、第8回日仏農政ワーキンググループにて、研究開発などの分野において協力を一層促進するために、日仏双
方が取り組んでいくことで一致。
2024年度から共同研究事業を開始。

フィリピン 2023年2月、野村農林水産大臣とフィリピン共和国農業省パンガニバン上級次官が、岸田総理大臣及びフェルディナンド・
マルコス大統領立会いの下、「農業協力に関する日本国農林水産省とフィリピン共和国農業省との間の協力覚書」の交換
を実施。
同日の日・フィリピン共同声明にて、両首脳は強じんで持続可能な農業及び食料システム、スマート技術の強化等に関する
協力を含む協力覚書の署名を歓迎。
2024年度から共同研究事業を開始。

インド 2023年４月、G20主席農業研究者会議（MACS）成果文書及び議長総括で「雑穀とその他の古代穀物国際研究イ
ニシアチブ」が提唱され支持を獲得。
2023年５月、G７広島サミットで招待国を含め合意された「強じんなグローバル食料安全保障に関する広島行動声明」に
て、「雑穀とその他の古代穀物国際研究イニシアチブ」の立ち上げを歓迎。
2023年９月、G20サミット首脳宣言にて雑穀、キヌア、ソルガムなどの気候変動に対して強じんかつ栄養のある穀物に関す
る研究協力を強化する取組を奨励。
2024年度から共同研究事業を開始。 29



タイ国における牛の口蹄疫ウイルス持続感染状況に

関する調査・研究（タイとの共同研究）

１ 研究目的

ワクチン接種後に口蹄疫ウイルスにばく露した場合、持続感染動物と
なることがあるが、その持続期間は不明であり、また、持続感染中のウ
イルス変異により、ウイルスが強毒化する可能性がある。
本研究では、口蹄疫ワクチン接種や家畜防疫の体制が整っているタイ

国において、口蹄疫ウイルス持続感染牛におけるウイルスの持続感染期
間や変異状況を解析することにより、本病の防疫対策やセンシング及び
モニタリング技術による疾病検知などのスマート農業の進展に資する動
物疾病対策の確立に資する。

２ 研究概要・研究体制

① 少なくともタイ国内の４地域の農場におい
て、口蹄疫ウイルス持続感染牛の分布地域と
割合の調査を行う。
② ①の調査結果を踏まえ、タイの口蹄疫ウイ
ルス持続感染牛におけるウイルスの持続感染
期間の調査を行う。
③ ウイルスゲノム解析や分離ウイルスの抗原
性解析・ワクチンマッチングにより、タイの
口蹄疫ウイルス持続感染牛におけるウイルス
の変異状況の解析を行う。

３ 将来期待される成果

持続感染牛の生態や性状に関する知見により、本病の防疫対策の向上
や、それによる周辺諸国における口蹄疫発生数の減少により、我が国へ
の口蹄疫侵入リスクの低減が期待される。

口蹄疫ウイルス感染牛において
認められた流涎

「ETHANOL+」を用いたポスト薬剤耐性菌時代の

植物病害防除研究（タイとの共同研究）

１ 研究目的

薬剤耐性菌が世界中で問題となっているなか、薬剤耐性菌を生じない
植物病害防除法の開発が求められている。
本研究では、農業残渣等を原料としたエタノールに、エタノール殺菌

増強効果がある物質を添加した「ETHANOL+」を開発することにより、機

器等により散布しやすいなどスマート農業に資して、かつ、薬剤耐性菌
を生じ難く、環境や生態系への影響が低い植物病害防除法を構築する。

２ 研究概要・研究体制

３ 将来期待される成果

原材料の生産から散布までの一連の技術体系の確立により、日本やタ
イのみならず、世界各地での持続可能な農業への貢献が期待できる。

① 日タイ両国の様々な植物病害に対して、相加的・相乗的な防除効果
を発揮する添加材料を調査する。
② 農業残さ等を原料とした効率的な発酵エタノールの生産システムを
構築する。
③ ①と②の成果により生産した「ETHANOL＋」を用いて、in vitro 試験と

ほ場試験により植物病害防除効果を定量的に評価するともに、スマー
ト農業技術を活用した効率的な散布方法について検討を行う。
④ 上記の研究結果を統合し、商業的な「ETHANOL＋」溶液の製造・散布

プロセスをAIシステムを一部導入・開発する。

農業残渣由来のエタノール
に天然材料を添加した
「ETHANOL＋」を用いて、in 
vitro 試験とほ場試験を実施
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１ 研究目的

ツマジロクサヨトウは、トウモロコシ、イネ、野菜類等を食害する越
境性害虫で、地球温暖化等により急速に分布域を拡大しており、令和元
年７月に日本で初確認後、各地で確認されている。
本研究では、飛来源国であるタイとスマート農業技術に資する農薬の

空中散布方法の高度化や化学農薬の使用量低減に資する展着剤、合成
フェロモンなどの利用によるツマジロクサヨトウの防除技術を確立する。

２ 研究概要・研究体制

① 地域・ほ場ごとの被害拡大リスク要因の解析
を行う。
② 植物種ごとの発育適合性や産卵選好性の調査
により、各作物における被害リスクを推定する。
③ 殺虫剤感受性検定法確立とそれを用いたモニタ
リングを実施する。
④ 微生物製剤の効果を高める展着剤の添加等につ
いて調査を行い、空中散布法の高度化を図る。
⑤ 新規フェロモン成分を含む製剤について、誘引
剤や交信攪乱剤としての有用性を評価し、合成フェロモン利用技術を
開発する。
⑥ 上記を統合し、持続可能でスマートな防除体系の実証を行う。

３ 将来期待される成果

本防除体系の実現により、化学合成殺虫剤の施用量の削減（日本で
20％、タイで10％）が期待される。また、タイだけでなく近隣諸国にお
いても本研究の成果を活用することで、東南アジアから東アジアにかけ
て、広域での持続可能なツマジロクサヨトウ防除体系が構築できる。

越境性害虫ツマジロクサヨトウのスマートで持続的な

防除体系の構築（タイとの共同研究）

タイにおいてトウモロコシを
加害するツマジロクサヨトウ
の幼虫
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アフリカ豚熱の診断技術の検証と最適化ならびに
ベトナム国における浸潤状況の調査

（ベトナムとの共同研究）１．研究目的

日本では発生していないアフリカ豚熱(ASF)には未だ有効なワクチン
がなく、その対策には発生国におけるウイルスの侵入経路の解析や流行
に伴う遺伝子変異の進行を把握する必要がある。本課題は、ベトナム国
立獣医研究所(NIVR)と共同で、初発から３年を経たベトナム国における
ASFウイルスの遺伝的変化を調べ、現行の診断法の妥当性を確認するこ
とを目的とする。

２．研究概要・研究体制

① ベトナム国内でASF発生時に取得した試料を
用いて、現在日本国内で利用されるASF診断法の
適合性を検証する。
[試料提供：ベトナム、検証：共同]
② 検証結果に基づいて診断法の仕様を改良する。
[日本]
③ ASFウイルスのすべての遺伝子配列を
解析し、流行地における経年の遺伝子
配列の変化と病態との関係を解明する。
[解析法の構築：日本、
ゲノム解析：ベトナム]

３．将来期待される成果

実地検証に基づくASF診断法の最適化により、国内外での利用促進が
期待される。ASFウイルス遺伝子の変化と病態との関係性を把握するこ
とで、迅速な防疫対応に資する情報の獲得が期待される。両国の診断技
術、防疫対策の向上と家畜衛生分野における連携の強化が期待される。

NIVRでのASF診断法の実施

ASFウイルスの全遺伝子配列領域を網羅する
配列解読用断片の作出
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イネの越境性植物病害虫に対する

ゲノム育種的防除技術の開発

（フィリピン共和国との共同研究）

１ 研究目的

地球温暖化により新たな越境性植物病害虫の蔓延が東アジアの稲
作における脅威となっている。ウンカ・ヨコバイ類はイネの師管部
から吸汁してイネの生長を抑制するばかりでなく、植物ウイルスを
媒介することによって稲作に甚大な被害をもたらしてきた。
本研究では、イネの越境性植物病害虫に対する防除技術の確立を

目的として、ウンカ類抵抗性遺伝子資源の利用と昆虫媒介性ウイル
ス病害であるツングロ病の複合抵抗性系統の育成に関する日本と
フィリピンの共同研究を実施する。加えて、ゲノム情報に基づくゲ
ノム育種的手法を用いて新たな抵抗性遺伝子資源の探索と活用に取
り組む。

２ 研究概要・研究体制

① フィリピンのトビイロウンカ個体群
に効果的な抵抗性遺伝子資源の利活用
② ウイルス媒介昆虫とツングロ病ウイ
ルス増殖抑制に関する宿主抵抗性遺伝
子資源の集積と利活用

③ 南アジア産在来イネのゲノム情報を
用いた新規抵抗性遺伝子資源の探索と
利用

３ 将来期待される成果

地球温暖化により我が国の稲作の脅威となりうる越境性植物病害
虫への防除素材となる病害虫抵抗性の有望イネ系統を開発できる。
フィリピンをはじめとする東南・東アジア諸国におけるイネの越境
性植物病害虫に対する効果的かつ持続可能な防除方法の提唱が期待
される。 33



低投入農業における生産性向上と環境負荷軽減に向け
た雑穀のBNI物質の探索と応用（インドとの共同研究）

１ 研究目的

作物生産で農地へ大量に施用されるアンモニア態窒素肥料の50%～70%は
土壌微生物の硝化菌による「硝化」によって土壌に吸着しづらい硝酸態窒
素へと変換される。硝酸は、地下水に流入し水質汚染につながるだけでな
く、土壌中で脱窒反応を経て強力な温室効果ガス・亜酸化窒素となり空気
中へと放出される。国際農研では、作物が自身の根から硝化を抑制する天
然物を分泌する現象「生物的硝化抑制（BNI: Biological Nitrification
Inhibition）」に着目し、BNI活性物質の生産能を強化した作物の開発に
向けた研究活動を展開している。
本研究では、シコクビエとトウジンビエのBNI物質を同定する。また、

これらの遺伝資源のBNI能及びBNI物質を探索することで、BNI強化雑穀の
開発につなげることを目指す。

２ 研究概要

３ 将来期待される成果

BNI雑穀の開発と普及により、窒素施肥量の削減及び環境負荷低減の
実現ができる。また、開発された技術は、日本、インドのみならず、西ア
フリカなど極端な窒素施肥量低投入条件下で栽培される雑穀類の生産性の
向上が期待される。

① 雑穀（シコクビエとトウジンビエ）のBNI物質の同定と機能解明
1-1 雑穀根分泌物からBNI物質を取
得し構造決定する。
1-2 同定したBNI物質の機能（硝化
抑制能、ターゲット酵素、土壌中
での挙動等）を明らかにする。
② BNI物質の分泌メカニズムの解明

栽培試験と機器分析によりBNI物質の分泌メカニズムを調査するととも
に、 環境的要因がBNI活性に与える影響を評価する。

③ ICRISATとIIMRの保有する雑穀系統計50種における優良品種の選別
ほ場試験と分析試験等の実施により両雑穀系統のBNI活性とBNI物質生
産量を比較する。

① 雑穀における有用遺伝子の同定
アワ遺伝資源100系統の全ゲノムシーケンスを実施し、全ゲノム情報

を用いた系統樹解析から多様な10系統を選定し、10組合せの交雑に由来
する大規模RILsを確立する。
  アワいもち病抵
抗性遺伝子、アワ
機能性成分ルテイ
ン含有量に関与す
る遺伝子及びキビ
・ソルガムの有用
遺伝子を同定する。

② 雑穀生産性向上に向けた栽培技術確立と遺伝資源探索
インド栽培技術の調査と日本への導入検討する。また、日本の雑穀育

種において有用な形質（多収性、難脱粒性、短稈・強稈、良食味、加工
適正等）を持つ系統を選定し、育種利用に向けたインド遺伝資源の特性
把握する。

雑穀ゲノム育種技術と安定生産技術の確立
（インドとの共同研究）

１ 研究目的

雑穀は、ヒトの栄養学上有益であるとともに、環境ストレス耐性や少肥
耐性などの優れた特性から、食糧問題、気候変動、資源枯渇などの課題解
決に寄与するポテンシャルを有していると推察される。
本研究では、雑穀分野でゲノミック予測によるゲノム育種を可能とする

ため、インドの多様な遺伝資源を用いて大規模な交雑集団を作出し、その
農業形質とゲノム情報の取得に取り組む。また、一部の交雑集団から耐病
性遺伝子や機能性成分の高蓄積に関与する遺伝子を同定し、雑穀ゲノム育
種技術の開発に取り組む。

２ 研究概要

３ 将来期待される成果

耐病性や機能性の雑穀品種の作出や安定多収につながる栽培技術の導入
することにより、世界規模での雑穀育種の効率化を達成し、食料問題への
国際的な貢献につながることが期待される。34



持続可能な農業に向けた信頼できるAIの開発

（ドイツとの共同研究）

１ 研究目的

近年は人工知能(AI)の農業生産現場への応用が盛んになっているが、
AIによる判断の理由が不明確な場合が多く、その解釈性の低さが課題で
ある。そこで、本研究では、画像・表・言語データなど複数の種類の
データを活用した信頼できるAIを開発し、持続可能な農業に貢献する技
術を農家にも理解・納得できる形で提供することを目指す。

２ 研究概要・研究体制

① イネ、ダイズ、トウモロコシの栽培試験を実施し、ドローン等によ
る画像データ収集と収量や関連形質の表データを取りまとめ、更に
画像データと表データの両方を扱えるAIによ
る収量予測モデルを開発する。

② 農業や持続可能性に関する言語データを収
集し、ドイツ側が開発したモデルをベースに、
日本版の作物の持続的生産に関する意思決定
支援を行えるAIチャットボットを開発する。

③ ①のAI予測モデルと②のAIチャットボッ
トモデルを統合し、農家が現場で活用でき
るAIチャットボットの開発・普及を行う。

３ 将来期待される成果

持続可能な農業に資する情報をユーザーに納得できる形で提供するAI
を開発することで、持続可能な農業のための農家の意思決定を支援する
ことができる。

① 日本ではチャの害虫であるﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷに対するBVを用いた生物的防
除が実施されている。BVの一種である核多角体病ウイルス（NPV）を
連続的に暴露して抵抗性個体群（R系統）を人為的に選抜する。
② 選抜を行わない感受性個体群（S系統）と比較して
NPVを接種したR系統において感染が阻止されている
感染段階（組織）を特定する。
③ R系統とS系統を用いた遺伝子発現解析等
により抵抗性遺伝子の推定を行う。
④ ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷに対するゲノム編集技術を確
立する。推定された抵抗性遺伝子を改変して
抵抗性遺伝子かどうか確認する。

減農薬害虫管理に資するバキュロウイルス抵抗性

メカニズムの解明（ドイツとの共同研究）

１ 研究目的

持続可能性な農業の推進の観点から、化学合成農薬に代わりに害虫の
天敵である生物農薬の普及が望まれる。生物農薬であるバキュロウイル
ス（BV）に対する抵抗性の害虫個体群が報告されているが、抵抗性のメ
カニズムは未だ解明されておらず、抵抗性の原因となる遺伝子（抵抗性
遺伝子）は特定されていない。本研究では、害虫のBVに対する抵抗性の
メカニズムと抵抗性遺伝子の特定を行う。

２ 研究概要・研究体制

３ 将来期待される成果

昆虫が持つバキュロウイルス抵抗性のメカニズムと抵抗性遺伝子に関
する知見が獲得でき、ウイルス抵抗性の発達を抑えた害虫防除法の実現
が期待される。また、ドイツと日本が共同で実験手法と実験結果を共有
することにより、両国及び世界の持続可能な農業へ貢献できる。

チャノコカクモンハマキ幼虫
（左）とNPV(右）

画像データ 表データ 言語データ

データ
タイプ

AI 説明可能な
AI

因果
機械学習

大規模言語
モデル

正当性の
視覚的な説明

因果関係の統
計的な推論

言語での
証拠の確認出力

統合

画像と表データから発見したものを説明し、
その発見が文献と一致しているかどうかも
チェックするマルチモーダルな信頼できるAI

マルチモーダルな信頼できるAI
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デジタル技術と３次元空間技術を活用した
近自然型林業の計画・管理システム構築と実証

（スロベニアとの共同研究）
１ 研究目的

近自然型林業は、森林が本来的に持つ生態プロセスを重視して行う林
業の一方法であり、持続可能な森林管理の方法として世界的に関心が高
まっている。
本研究では、先端的なデジタル技術と３次元空間情報を活用し、事業

的規模の森林管理に実装が可能な近自然型林業の計画・管理システムを
構築する。

２ 研究概要・研究体制

３ 将来期待される成果

事業規模で実装可能な近自然型林業の計画・管理システムの構築に
よって、複雑な林分構造を持つ異齢混交林（uneven-aged mixed 
forest）の計画・管理における困難性が克服され、より持続可能な林業
と森林管理への移行に向けた具体的な対応方向を提示できる。

① スロベニアにおける近自然型林業の計画・
管理手法を包括的に調査し、近自然型林業
の計画・管理システムを具体的に設計する。

② デジタル技術を用いた3D空間情報の取得と
解析により、近自然型林業の計画策定・施業
実行に活用するための一連の手法を開発する。

③ 実証試験を通じて計画・管理手法の検証と
改良を行い、事業的規模で実装可能な近自
然型林業の計画・管理システムを構築する。

ドローン空撮画像から生成し
た異齢混交林の3Dモデル

近自然型林業が行われている
スロベニアの異齢混交林

生産力とレジリエンスを両立する森林構造の複雑性
DXを活用した日本版CNFMの構築

（スロベニアとの共同研究）
１ 研究目的

気候変動の下、持続的に森林を管理・保全するためには、生産力とレ
ジリエンス（回復力、抵抗力）の調和がとれた管理を行う必要がある。
本研究では、森林構造の複雑さが森林の生産力とレジリエンスに及ぼ

す影響を明らかにすることにより、生産力とレジリエンスが両立した日
本版CNFM（Close Nature Forest Management）の構築を目指す。

２ 研究概要・研究体制

① 森林構造の複雑性と生態系機能の関係を調査
・種組成と齢構造の異なる18林分について、林冠の
３次元構造を地上及び空中LiDAR(光検知と測距)で取得
・各林分の生産力と回復力、土壌の物質循環、風害抵抗
力を個体から森林までの多様な空間スケールで調査
② 機械学習やリモートセンシング等の先端情報技術
を活用し、森林構造の複雑性と生産性、レジリエンス
との関係を明らかにする。
③ ①と②を統合して、森林管理にともなう環境と生態系機能の変化を
予測可能な林冠動態モデルを構築する。モデルシミュレーションに
よって、日本版CNFMの構築について検討する。

３ 将来期待される成果

先端情報技術の活用により日本における持続可能な環境調和型の森林
経営の推進につながるとともに、生産力とレジリエンスが両立した森林
管理システムの評価モデルを構築することで、日本とスロベニアの両国
のみならず、世界の森林のSDGs的管理技術の発展に貢献できる。 36



安定多収・高品質コムギ育種のための遺伝資源データ
活用技術の開発（フランスとの共同研究）

１ 研究目的

近年、気候変動や情勢などにより、安定多収で高品質なコムギ品種の
開発が求められている。日本とフランスはこれまでコムギ遺伝資源の交
流がほとんどなかったことから、両国の遺伝資源を活用することで従来
の品種にはない新たな形質を付与できる可能性がある。そこで、現在そ
れぞれの方法で取得している遺伝資源の特性データを標準化して比較可
能にすることによって、幅広い遺伝資源から有望なコムギ遺伝資源を絞
り込む技術を開発する。

２ 研究概要

① コムギ特性データの標準化と比較技術の開発
・両国のコムギ遺伝資源の特性データを統合することを目的として、コ
ムギの形質のオントロジー(概念の定義や分類体系)を整備する。
・整備したオントロジーを用いて、特性データの標準化及び統合を行う。
両国の特性データを比較し、遺伝資源導入の際に有望な系統を絞り込む
技術を開発する。

② コムギ共通遺伝資源セットの構築と形質評価
・両国のコムギ遺伝資源から、収集した
地域、遺伝的多様性、既存の特性データ
などを参考に品種系統を選定し、共通遺
伝資源セットとする。
・共通遺伝資源セットを用いて複数の場
所で栽培試験を行い、出穂期や草丈など
の農業特性、病害抵抗性などの調査を行
う。①で開発した絞り込み技術の検証と
改良を行う。

３ 将来期待される成果

両国のコムギの遺伝資源は共通部分が少ないことから、両国の遺伝資
源の交換により、多様なコムギ品種(多収や耐病性などの品種)の開発が
期待される。

フランスにおけるコムギ栽培試験環境
や品種の早晩性など、日本の育種現場
や品種とは大きく異なるが、データ統
合により有用な遺伝資源を選ぶことを
可能に。

日本向け
遺伝資源
の選出・
導入

① 安定的表現型改良照射技術の開発
・種子、栄養器官といった異なる対象物のサイズや形状に応じた、量的、
質的な処理効率、処理効果を向上させる。
② 乾燥種子処理効果発現機作の解明
・目的表現型変化をもたらす形態形成、機能形成のプロセスとメカニズ
ムを把握する。
③ 健全苗育成と栽培管理研究技術開発
・苗育成期間を健全に経過した植物に対して、移植直前にPAL(プラズマ
活性化乳酸ナトリウム)の根系浸漬処理の実施、さらに、移植後の葉面散
布を行って、実ほ場での持続的な栽培を可能とするための病害予防方法
を開発する。
④ 品質保証研究
・生産、収量、食味などへの影響を解析する。

地球環境の保全に資する持続可能な農業生産のための低
温プラズマ活用技術の開発（フランスとの共同研究）

１ 研究目的

プラズマを植物種子に照射すると、発芽率の向上や成長促進、機能性
の改善効果などがみられる。低温プラズマ技術を農業分野に応用するこ
とにより、プラズマ技術が農作物にもたらす形態形成と機能形成に対す
る効果とそのメカニズムを解明し、また、主要作物の発芽勢向上、部位
別の成長制御に基づく草姿の設計のほか、病害抵抗性、環境ストレス耐
性付与に関する研究開発を行う。

２ 研究概要

肥料、殺菌剤の低減を通じての環境負荷低減、作物生産の維持・向上
と、気候変動・温暖化に起因するストレス環境下（高温、乾燥、洪水、
塩害など）での生産の安定化が期待される。

３ 将来期待される成果

Heナノセカンドジェットプラズマ照射

無照射

リョクトウ幼植物の根系

種子照射３分 無照射

イネの根系

種子照射５分
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水田メタン・玄米ヒ素等の同時低減技術の開発と関与
微生物群集構造・機能遺伝子の解明

（米国との共同研究）１．研究目的

温室効果ガスの一つであるメタンは総排出量の約１割が水田由来と見
積もられている。米国等が主導するグローバル・メタン・プレッジには、
2030年に向けたメタンの削減目標が設定されるなど、気候変動緩和のた
めメタンの早急な排出削減が求められている。
一方、日本では、慢性摂取により健康影響のある無機ヒ素の約７割が

コメ由来であり、コメに含まれる無機ヒ素の低減が求められている。
日米両国がそれぞれ有する豊富な知見に基づき、これらの状況を同時

に改善する実践的栽培管理技術を開発するとともに、微生物学的観点か
らその機構を解明する。

２．研究概要・研究体制

① 日米両国に加え、熱帯の主要なコメ生産国であるベトナムにおいて
水稲栽培試験を実施し、メタン等の温室効果ガスの排出とイネの有害元
素・養分元素を定量し、水田メタン・玄米ヒ素等の同時低減技術を開発
する。
② 両国それぞれの解析結果に基づき、上記技術に関与する土壌微生物
群集構造及び機能遺伝子を解明する。

３．将来期待される成果

日米のみならずアジア等においても実装可能な、水田メタン・玄米ヒ
素等の同時低減技術が開発されることにより、世界規模の気候変動の緩
和と食品の安全性の向上に貢献することが期待される。
また、同技術に関与する土壌微生物群集構造及び機能遺伝子の解明は、

本研究で提示される実践的栽培管理技術の効果を更に高い次元に導く革
新的技術開発のための材料となることが期待される。

第一胃内微生物相とメタン産生の包括的解析による
メタン低減型肉用牛飼養システム開発

（米国との共同研究）１．研究目的

肉用牛からのメタン排出量の削減のため、畜
産大国である米国と連携し、第一胃内微生物活
動の解明及び肉用牛群からのメタン排出量推定
技術の開発を行い、ライフサイクルアセスメン
トを用いたメタン排出低減型肉用牛飼養管理技
術を開発する。

２．研究概要・研究体制

① 肉用牛を拘束せずにメタン排出量を推定す
る手法を開発し、日本及び米国での飼養条件に
よるメタン排出量の違いを明らかにする。
② ライフサイクルアセスメント手法に基づく
肉用牛生産の環境評価モデルを構築する。
③ 第一胃における水素の産生・消費への微生
物の寄与を解明し、水素を利用したメタン産生
を抑制する条件を特定する。

３．将来期待される成果

日米で適用可能なメタン排出低減型肉用牛飼
養管理技術を提案することで、日米の肉用牛生
産由来のメタン排出抑制による気候変動の緩和
につながることが期待される。

また第一胃の水素産生・消費経路への各微生
物の寄与の解明により、新しいメタン抑制資材
探索の効率化が可能になり、開発時間の短縮が
期待される。

牛の第一胃内の微生
物発酵でメタンが作
られる

メタン排出量を群で
捉える

飼養管理
排せつ物処理

（堆肥化等）

飼料生産
（飼料添加物等

も含む）

CO2, CH4, 
N2O

肉用牛生産のライフ
サイクル
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畜産業由来メタン排出削減技術の開発
（米国との共同研究）

１．研究目的

温室効果ガスの主要な排出源の一つである畜産分野において、反芻胃
由来メタン排出量を削減するため、米国牛群に対して、我が国が知見を
有しメタン排出削減効果が期待されるカシューナッツ殻液（CNSL)を給
与し、その削減効果を明らかにする。またベトナム牛群を対象とした給
与試験により、CNSL給与による生産性や肉質等への影響について明らか
にする。

２．研究概要・研究体制

① 米国との連携により、米国牛群を対象としたCNSL給与試験を実施す
る。それに先立ち、第一胃液を用いたin vitro試験を実施し、最適な給
与水準を検討する。
② ベトナムにおいて、ベトナム在来牛を対象としたCNSL給与試験を実
施し、生産性や肉質等への影響を明らかにするとともに、低濃度域の
CNSL給与試験を実施し、そのメタン排出量の削減効果を明らかにする。

３．将来期待される成果

温室効果ガス排出量が大きい米国牛群に対して、本技術は具体的なメ
タン削減技術を導入するための端緒となる。
またベトナムにおいて社会実装可能なCNSL給与技術について、低濃度資

材の有効性を評価することで、消費者及びステークホルダーに対してその
効果を説明するための活用が期待される。
これらにより、米国牛群およびベトナムを中心とした東南アジア諸国

における在来牛へのCNSL給与技術を確立し、反芻胃由来のメタン排出削
減による気候変動の緩和が期待される。
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① 日中由来マダニと原虫株の
比較ゲノム解析を行う[日中]
② 可視化できる光る原虫株を
作製する[日本]
③ マダニ体内における原虫のラ
イフサイクルを解明する[中日]
④ 抗マダニ・原虫ワクチンを
開発する[日本]

次世代型耐病性イネの開発
（中国との共同研究）

１．研究目的

世界の作物生産の約15％は、病害によって失われている。さらに、近
年の世界規模の気候変動に伴い、植物病害の発生地域が変化・拡大する
とともに、変異により新たな病原菌が発生することで、日中両国におい
ても病害による被害が深刻化している。そこで、本研究では、イネ自身
がもつ免疫力の仕組みを解明し、それを応用して次世代型耐病性イネの
開発を目指す。

２．研究概要・研究体制

① イネの免疫誘導において主導的な働きをしている免疫因子の活性化
機構を生化学的・細胞生物学的手法を用いて解明し、遺伝学的手法を活
用してイネの免疫力を強化する方法を考案する。 [日中]
② 両国がそれぞれ独自に有する免疫遺伝子を活用することで、病原菌
が感染する際に重要な役割を果たすエフェクターの機能を阻止する技術
の開発を行う。 [日中]
③ 上記の研究結果に基づき、耐病性を高めたゲノム編集イネの開発に
取り組む。 [中国]

３．将来期待される成果

植物の過度な免疫反応は、多くのエネルギーを要するた
め、植物の成長に大きな影響を与える。そのため、病原菌
の非存在下では免疫を抑制し、病原菌感染に伴って最大限
の免疫力を発揮することが重要である。
本研究により、病害に強いイネの開発を目指すことで、

日中をはじめとした各国における安定的な作物生産や化学
農薬の使用量低減が期待できる。

マダニ媒介原虫病制圧に向けた日中共同アプローチ
（中国との共同研究）

１．研究目的

動物の血液を唯一の栄養源とするマダニは、人や動物に対して種々の
病原体を媒介する。しかしながら、マダニとマダニ媒介感染症に対する
有効な制御法は確立されていない。そこで、日中両国において家畜生産
に脅威を与えているマダニ媒介原虫病に対し、マダニ体内における原虫
のライフサイクルを分子レベルで解明し、その知見に基づいて、有効な
制御法を確立する。

２．研究概要・研究体制

① 日中両国における主要マダニ種であるフタトゲチマダニの全ゲノム
データベースが構築でき、また日中両国で問題になっているマダニ媒介
原虫の全ゲノムデータベースが構築できる。
② マダニ媒介原虫のマダニ体内におけるライフサイクルが明らかになる。
③ マダニ体内の特異分子またはマダニワクチン候補分子が特定でき、マ
ダニ体内における特異分子を標的とした伝播阻止ワクチンまたはマダ
ニワクチンの開発が期待される。
これらによって、マダニ媒介感染症を制御することで、安定的な家畜

生産が期待される。

３．将来期待される成果

牛血液・マダニより
全ゲノムDNAの抽出

マダニ・原虫の
全ゲノム解読

ゲノム解析データに
基づく制御法の考案

研究概要図
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越境性害虫の発生実態・移動経路の解明による
高精度な飛来予測・発生予察手法の開発

（中国との共同研究）１．研究目的

イネウンカ類は中国南部から日本に梅雨の時期に毎年飛来し、秋の刈
り取り間際にイネを大量枯死させる。またアワヨトウは突然飛来し、ト
ウモロコシ、牧草などで多大な被害を引き起こす。
飛来を予測し適期防除を実現するため飛来実態を解明し、飛来予測手

法を開発する。

２．研究概要・研究体制

① イネウンカ類については、過去30年の日本国内発生データと気象
データ等を解析し、多発生要因を解明するとともに、中国南部の飛来源
地域を中国農科院と共同で明らかにし、飛来予測を高精度化する。
② アワヨトウについては、同位体を用いた飛来源推定手法を開発して、
解析精度を向上させ、特に早春飛来の実態を
解明する。また中国農科院と同一手法でゲノ
ム解析を実施し、大陸個体群との比較から
飛来実態を解明する。

図(左) 株元に群
らがるトビイロ
ウンカ
図(右)坪枯れの
様子

３．将来期待される成果

イネウンカ類の飛来予測システムを高精度化することで、適時適量の農薬
散布により散布回数・量を削減し、効率よく被害を回避することができる。
またアワヨトウの早春から初夏にかけて大陸からの飛来実態が解明され、飛
来予測手法が開発される。これらの発生予察に基づく防除対策により、環境
負荷を軽減しつつイネやトウモロコシ等の安定的な生産が期待される。

中国東部からのアワヨトウの
飛来の予測図
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．特⽤林産物の⽣産性向上
① きのこ原⽊の需給動向に関する情報収集及び需給マッチングを⽀援
② 新技術の採⽤や川上事業者と連携したきのこ・薪炭向け原⽊の効率的な

調達等の⽣産性向上に資する⽣産者の先進的取組を⽀援

２．特⽤林産物の国際競争⼒強化
特⽤林産物の輸出産地づくりに向け、⽣産者団体等の連携強化の取組を
⽀援

＜対策のポイント＞
特⽤林産物の国際競争⼒強化を図るため、特⽤林産物の⽣産性向上、輸出産地づくりに向けた取組を⽀援します。

［お問い合わせ先］林野庁経営課（03-3502-8059）

国

定額
＜事業の流れ＞

⺠間団体等

１．特⽤林産物の⽣産性向上

２．特⽤林産物の国際競争⼒強化

AIを活⽤した椎茸の選別

林業経営体等
定額

（１の②の事業）

⺠間団体等
定額

（１の①、２の事業）

重機によるきのこ原⽊⽣産 アシストスーツによる軽労化

⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち
特⽤林産物の国際競争⼒強化・⽣産性向上対策事業（継続）

令和８年度予算概算決定額 17,680千円（前年度26,348千円）

情報交換会の実施による連携強化 輸出産地の拡⼤、輸出量の増加

AI判別

良品
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海業の推進について

⚫ 漁村の交流人口は約２千万人と大きなポテンシャルを有しており、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や
魅力を活かした海業の推進により、地域の所得向上と雇用機会の確保を図ることが必要。

⚫ 令和８年度末までの目標として、漁港における新たな海業等の取組を、おおむね500件展開。
⚫ この目標の達成に向けて、漁港施設等活用事業や海業振興支援事業の創設等を行い、海業を推進。

（１）改正漁港漁場整備法施行による「漁港施設等活用事業」の普及

令和６年４月に施行された「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に基づき、漁港施
設の長期貸付け、水面等の長期占用等を可能とする「漁港施設等活用事業」により、漁
港を活かした海業の取組を推進。

（２）海業振興関係予算

• 令和６年度補正予算及び令和７年度当初予算において、海業の立ち上げに必要
な実証調査等に対する事業を新たに措置。

• 関係省庁等協力の下、海業に取り組む際に関連する施策をまとめた「海業支援パッ
ケージ」を作成、周知。

（３）情報発信、横展開

• 水産庁において、「海業の推進に取り組む地区」を募集し、86地区を決定・公表
（令和７年４月時点）。これら地区に対して、個別の助言や海業に関する情報共
有を実施するとともに、「海業推進全国サミット」を開催。

• 地方公共団体、漁協・漁業関係者、民間企業、民間団体等を対象とした「海業推
進全国協議会」を開催し、海業の優良な取組事例の普及・横展開等を実施。

• 大阪・関西万博「UMIGYO」の国際発信（令和７年６月）。

• 海業ポスター、海業動画、海業マンガ、漁港マスコットキャラクターの作成。

（４）体制

• 海業振興総合相談窓口（海業振興コンシェルジュ）の開設。

• 漁港漁場整備部「計画課」を「計画・海業政策課」に改組するとともに（令和６年
10月）、「海業振興室」を設置（令和７年４月）。

海業の推進のための主な取組

海業支援パッケージ マンガ「うみぎょう!」
漁港マスコットキャラクター

（左：「うみにゃーご」、中央：「ぎょっこん」、右：「うみーぎょ」）
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海業振興が水産業にもたらす効果事例

①直売所 ②魚食普及食堂

場 所  ：都屋漁港（沖縄県読谷村）

事業主体：読谷村漁業協同組合

⚫老朽化した荷さばき所を食堂や直売所と一体的な複合施
設として再整備（平成29年供用開始）。

⚫直売所及び食堂で販売する食材を荷さばき所から直接仕
入れるため、買い支え機能を果たしており、整備前と比較し
て漁獲量、陸揚金額が向上。

場  所  ：富浦漁港（千葉県南房総市）
事業主体：岩井富浦漁業協同組合

⚫観光等の異業種と連携し、魚食普及食堂を整備
（平成24年供用開始）。
⚫地域住民や都市住民の来訪客の増加により、食堂利用
客、売上が増加。提供水産物のうち、約５割を富浦漁
港から仕入れ、漁獲量の向上・安定化に寄与。

と や とみうら
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漁獲量・陸揚金額向上
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有害生物漁業被害防止総合対策基金 

特定非営利活動法人 

水産業・漁村活性化推進機構 

大型クラゲ緊急対策事業について 
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対象事業 
1．大型クラゲ駆除事業
（１）駆除漁具等の導入

①駆除専用漁具（沖底用及び小底用駆除網、鉤等漁具） 定額

②大型クラゲ駆除効果促進ネット（定置網・底曳網・その他曳網・まき網の改良漁具） 1/2以内

（２）大型クラゲ駆除 定額

①沖合域駆除 （全底連所属の沖合底曳船による駆除）

②沿岸域駆除 （小型底曳網、定置網による駆除）

２．陸上処理事業 
①陸上処理機器の導入  1/2以内

②陸上処理 定額

事業 執行の判断基準 
（原則、大量出現時に執行） 

助成対象地域 

基金 大量出現年と判断された場合に、
助成対象期間を定めて発動する。 

全国 

単年度 基金発動前で、早期に大量入網が
想定される場合に備えて、助成対
象地域と助成対象期間を定めて執
行する。 

駆除事業： 長崎県対馬・壱岐・五島等 
陸上処理事業：福岡県福岡市

基金事業と単年度事業の執行上の区分 
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大型クラゲ（エチゼンクラゲ） 
発生海域（推定） 

発生源は長江河口域～黄海沿岸であり、 

東シナ海を通って７～８月頃、日本海へ 
到達すると考えられている 

東シナ海における分布特性や
現存量などは分かっていない 

日本沿岸出現パターン 

正式名称：Nemopilema  nomurai 

第一分枝 

第二分枝 第二分枝 

第三分枝 
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漁業被害の防止・軽減により漁業経営の安定を図る 

大型クラゲの混獲
及び漁具の破損
等を回避するため
の改良された漁具
の導入に要する経
費を助成する。 
（1/2以内補助） 垣網の大目化 

大量に出現した大型ク
ラゲによる漁業被害

○作業の遅延
○漁獲物の鮮度低下・斃死
○漁獲量の減少
○漁具の破損
○操業中止・休漁等

【定置に大量入網した大型クラゲ】 【大型クラゲと漁獲物の選別作業】 

大型クラゲの陸上処理 
破砕・脱水等 

陸揚げされた大
型クラゲの陸上
処理及び有効利
用に要する経費
を助成する。

焼却処理等 

(定額補助, 

一部1/2以内補助） 

大型クラゲの駆除 

沖合・沿岸域に
おける大型クラ
ゲの駆除に要す
る経費を助成す
る。 

（定額 補助） 
駆除網 

被害軽減対策 
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第1段階 
対馬周辺海域 

第2段階 
本邦沖合海域 

第3 段階 

各都道府県
の沿岸海域 

駆除事業 
１．沖合・沿岸域での洋上駆除の概要 

第3段階：沿岸海域まで到達したクラゲを沿岸漁場に到達前に沿岸 
小型漁船によって駆除 

定置網におけ
る駆除 
（専用鈎・鎌） 

第1段階：対馬周辺海域（日本海の流入口）において出現初期の  
  比較的傘径の小さいうちに沖合底びき漁船等により駆除 

第2段階：本邦沖合海域に到達したクラゲを沿岸に到達前に沖合 
底びき網漁船等によって駆除 

ワイヤー格
子入り駆除
網

沖合底びき網漁船駆除 

タオル式駆除網

小型底びき網漁船駆除 

効果的・効率的な駆除計画を策定し、対馬周
辺海域や日本海沖合域等、各道府県の沿岸
漁場近海域における駆除を行う。 
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駆除船 
・関係漁協及び漁連等
・関係府県
・管轄の海上保安部
・漁業無線局等

全底連等 

・関係漁協・漁連・府県

漁業者聞取り 

敷設漁具情報連絡 

・駆除作業：日の出から日没までの間

・水中カメラを駆除網内に付け駆除の
個体数を確認

駆
除
通
知 

報
告 

報
告 

事前確認作業 

駆
除
通
知 

駆除計画連絡 

２．沖合域洋上駆除の計画から実施の流れ 

沖合域分布調査等 

大型クラゲ濃密群発見 

・情報収集・解析・予測 

有害生物調査及び情報提供事業 

大型クラゲ国際共同調査 

出現状況を把握し、駆除海域等を決定 

駆除海域、実施時期、期間は、水産庁、
委員会と協議の上、水漁機構が決定
する。 

洋上駆除は駆除指針に基づき、実施する 

5 

・敷設漁具
・操業海域

水漁機構 

駆除船団：船名、漁船登録 

  番号、船舶電話 

駆除情報：駆除海域（農林漁 
区） 

駆除期間 

駆除網 

55



３．沿岸域洋上駆除について 

① 沿岸域における洋上駆除の出動基準

定置網の分類 基準入網個体数 備 考 

大型定置網 ５００個体以上  定置漁業権漁業として営むもの 

小型定置網 １００個体以上 
  第二種共同漁業権漁業として営むもの又は県漁業調整規則
に基づく許可を得て営むもの 

小型底びき網漁業 

２０個体以上  一回の曳網で入網した個体数 

   定置網の基準を準用
する 

 想定される駆除実施海域に隣接定置網漁場において、「定置
漁場における駆除」の出動 基準を満たす場合 

② 駆除実施

なお、この基準によることが出来ない場合、大型クラゲ被害防止検討委員会が公的試験研究機
関の意見を踏まえ、広域的な漁業被害防止の観点から有効と判断する洋上駆除に限り実施す
る。（委員会承認事項） 

■予定駆除海域、実施期間、回数等の駆除事業計画を協議・策定し、当該計画について水漁機構から
事前に承認を受けた上で、当該計画に基づく事業規模及び事業費の範囲内で、漁連等が実施する。
■駆除事業を開始する場合は、速やかにＪＡＦＩＣ及び水漁機構に洋上駆除開始報告を提出する。
■実施者は、写真撮影及び駆除日誌を作成し、提出する。
■洋上駆除事業は、駆除活動を行う全航海を通常の漁獲活動とは完全に分離して実施するものとする。

6 56



定置網漁場での洋上駆除実施例 

定置網の身網に入った
大型クラゲ 

定置網での洋上駆除事例 

大型クラゲを「駆除専用のや
す・かぎ等の駆除漁具」で殺傷
する。 

＊傘の部分に損傷を与えると
衰弱し、死滅する。 

各種の駆除漁具 
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底曳網での洋上駆除事例 

表中層トロール網用駆除網 
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底曳網での洋上駆除事例 
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大型クラゲ駆除効果促進ネット（旧名称；改良漁具）の導入 

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

スリット状に大目垣網を配置

大型クラゲの混獲及び漁具の破損を回避するため、底びき網や定置網等の 

駆除効果促進ネットの導入を行う。 

○「漁具改良等の手引き」（全漁連 改良漁具等認定委員会 編纂）
初版  平成18年5月
第2版  平成20年3月
○「漁具改良マニュアル」第１版～第４版 （水産研究・教育機構 編纂）

http://www.fra.affrc.go.jp/kurage  を参照

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

スリット状に大目垣網を配置身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

スリット状に大目垣網を配置身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

スリット状に大目垣網を配置身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 

バイパス網の中にのれん網を連結 スリット状に大目垣網を配置

【定置網の例】 

身網と袋網の間にグリッドを設置 

【底曳き網の例】 
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大型クラゲ駆除効果促進ネット導入の注意事項 

駆除効果促進ネット導入 

１．駆除効果促進ネットは研究開発段階の 
ものでなく、効果が実証されているもの 
で改良漁具等を認定する委員会で承認 

  された漁具であること。（ＪＦ番号） 
２．「漁具改良等の手引き」・「改良漁具 
マニュアル」に掲載されたもの

1. 漁具改良等の手引きに適合する形式を選択

２．改良部分の網地代の見積もり 

３．加工賃の見積もり 

（改良部分の網地代）＋（加工賃） 
の額の１／２以内を助成 

・事業実施機関（漁協等）が漁業者の導入計画を策定し、所定の手続きを経て
交付決定後に発注し、導入する。
・導入する駆除効果促進ネットは事業実施機関の取得財産となり、事業実施機
関は取得日・取得金額等を記載した財産管理台帳を作成し、法定耐用年数
（漁具の場合、取得日から3ヶ年間）管理する。 
・漁業者は、事業実施機関から賃借（1/2の費用分）の支払条件や貸与・使用
条件等を定める賃貸借契約を事業実施機関と交わす。

底曳き網、定置網、巻き網等 
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定置網 箱網等の改良 

追い込み 
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ＪＦ定置１ バイパス網の大目化 

ＪＦ定置３  垣網の大目化 
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底曳網の改良 
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ＪＦ底曳網４ の事例 

ゴムスリット部材 
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まき網の改良漁具の事例 

ＪＦまき網１ 

ゴムスリット 

ゴムスリット 
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まき網の漁具改良事例 （ＪＦまき網１） 

海中選別網部分 ゴムスリット部分 
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有害生物陸上処理事業 

【大型クラゲの陸上処理の例】 

7 

陸揚げされた大型クラゲの処理及び
有効利用を行う。

○定額補助
・運搬経費（定額）
・処理または有効利用に要する経費（定額）
・処理用機材の導入経費（１／２以内補助）
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漁艙内の
大型クラゲ 

漁獲物 

大型クラゲ 

選別作業は漁労活動の一環となるの
で補助対象経費から除外する。 

モッコ内の
大型クラゲ

陸上処理 1
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陸上処理 ２
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陸上処理 ３
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